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■本日の内容

1. 業務処理の原則、従業員教育
2. 誇大広告の禁止、広告開始時期の制限
3. 媒介契約
4. 重要事項説明
5. 37条書面
6. 宅建業法改正（2022年5月施行）
7. 自ら売主の8種規制
8. 監督処分と罰則



■解釈運用の考え方



■業務処理の原則

（宅地建物取引業者の業務処理の原則）
第31条 宅地建物取引業者は、取引の関係者に
対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわ
なければならない。



■従業員に対する教育

（従業者の教育）
第31条の2 宅地建物取引業者は、その従業者
に対し、その業務を適正に実施させるため、必
要な教育を行うよう努めなければならない。

（解釈運用の考え方）
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、登録講
習をはじめ各種研修等に参加させ、又は研修等の
開催により、必要な教育を行うよう努めるものと
する。



■誇大広告等の禁止

第32条 宅地建物取引業者は、その業務に関し
て広告をするときは、当該広告に係る宅地又は
建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは
将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の
利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその
支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関す
る金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実
に相違する表示をし、又は実際のものよりも著
しく優良であり、若しくは有利であると人を誤
認させるような表示をしてはならない。

誤認させるような表示 で違反



国土交通省からも通知が出て
いる。
「おとり広告の禁止に関する
注意喚起等について」

特にインターネット広告の
「成約済物件の削除」に注意



■広告開始時期の制限

第33条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は
建物の建築に関する工事の完了前においては、
当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条
第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項
の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令
で定めるものがあつた後でなければ、当該工事
に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関す
る広告をしてはならない。



道路位置指定を受け
る前に広告はできるの
か？

宅地分譲 できる 未完成物件なので
完成予定時期を明
示する。

分譲住宅 できない 道路位置が下りて、
建築確認を受けるま
では広告できない。



8棟の戸建分譲物件。

１棟しか建築確認を受
けていないのに、8棟の
予告広告を行った。

【違反例】



建築条件付き土地な
のに、新築住宅とし
て広告した。

【違反例】

©（株）不動産アカデミー



■媒介、代理契約

①媒介契約書の作成
②報酬額の制限
③指定流通機構への登録
（専任媒介、専属専任媒介）



既存建物の売買では、建物状況
調査を実施する者のあっせんに
関する事項も記載する。

■媒介、代理契約

• 対象となる建物
：既存住宅。店舗、事務所は対象外

• 対象となる部位
：構造耐力上主要な部分
雨水の侵入を防止する部分



■重要事項説明

取引に関わった全ての宅建業者に
説明義務があります。



■重要事項説明



■重要事項説明
• 造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
• 土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
• 津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
• 石綿の使用の有無の調査結果が記録されてい
るときは、その内容

• 耐震診断をうけたものであるときは、その内
容

• 住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、
その内容



■重要事項説明

売主等から「告知書」を求める
土地関係 境界確定の状況、土壌汚染等の

存否又は可能性の有無 等
建物関係 新築時の設計図書等、増改築及

び修繕の履歴、耐震診断の有無、
住宅性能評価等の状況、建物の
傾き、腐食等の存否又は可能性
の有無 等

その他 心理的瑕疵 等



■37条書面の交付
• 両当事者に交付する
• 宅建業者が買主の場合も、
売主に対し交付する



■宅建業法改正（2022年5月施行）

1. 重要事項説明書、37条書面への宅建士
の押印が不要に

2. 電磁的方法による書面の提供が可能に



■電磁的方法による書面の提供
• 媒介契約書
• 指定流通機構への登録を証する書面
• 重要事項説明書
• 37条書面

相手方の承諾を得た場合には、電磁的
方法により交付を行うこともできる



＜電磁的方法＞
• 電子メール
• ウエブサイト上に表示された記載事項を
相手方がダウンロードする

• USBメモリ、CDROM等を交付する



＜電磁的方法による提供の条件＞
• 書面のプリントアウトが可能
• 改変が行われていないか確認できる措置
• 「ウエブサイトからダウンロードにより
提供」
➡提供した旨を相手方に通知する

• 「重要事項説明書」「37条書面」
➡宅建士を明示



■自ら売主の8種規制

①他人物売買の制限
②クーリングオフ制度
③損害賠償額の予定等の制限
④手付の額の制限等
⑤担保責任についての特約の制限
⑥手付金等の保全
⑦割賦販売の契約の解除等の制限
⑧所有権留保等の禁止



■監督処分と罰則

【指示処分】
①業務に関し、取引関係者に損害を与えた（与
えるおそれが大きい）

②業務に関し、取引の公正を害する行為をした
（害するおそれが大きい）

③業務に関し、他の法令に違反し、宅建業者と
して不適当であると認められる

④宅建士が監督処分を受けた場合で、宅建業者
にも責任がある

⑤宅建業法の規定に違反した



■監督処分と罰則

【業務停止処分】
①指示処分に違反した
②誇大広告をした
③媒介契約書の不交付、記載漏れ
④重要事項説明書の不交付、説明義務違反
⑤守秘義務違反
⑥報酬額の制限違反
⑦従業者に従業者証明書を携帯させなかった
⑧従業者名簿の備付義務違反

等



■監督処分と罰則

【免許取消処分】
①免許換えすべきなのにしていない
② 1年以上事業を開始しない、1年以上事業を休
止している

③不正な手段で免許を取得した、業務停止処分
に違反した、業務停止処分に該当し情状が特
に重い

等



■監督処分と罰則

【罰則】
①大臣や知事から求められた報告をしなかった
②虚偽の報告をした
③立入検査を拒んだ

➡ 50万円以下の罰金



法律を遵守し、
信頼を勝ち取ること
で業績アップを！


	（公社）愛媛県宅地建物取引業協会�新規免許業者研修会��宅建業法の再確認
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28

